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令和元年第２回足寄町議会定例会議事録（第３号）
令和元年６月１４日（金曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 議 案 第 ７ ３ 号 令和元年度足寄町一般会計補正予算（第１号）＜Ｐ３～

Ｐ３１＞

日程第 ２ 議 案 第 ７ ４ 号 令和和元年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）＜Ｐ３～Ｐ３１＞

日程第 ３ 議 案 第 ７ ５ 号 令和元年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ３～Ｐ３１＞

日程第 ４ 議 案 第 ７ ６ 号 令和元年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）＜Ｐ３～Ｐ３１＞

日程第 ５ 議 案 第 ７ ７ 号 令和元年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ３～Ｐ３１＞

日程第 ６ 議 案 第 ７ ８ 号 令和元年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜

Ｐ３～Ｐ３１＞

追加日程第 １ 議 案 第 ７ ９ 号 はるにれ団地公営住宅新築建築主体（７号棟）工事請負

契約について＜Ｐ３１～Ｐ３２＞

追加日程第 ２ 決 議 案 第 １ 号 足寄町地方創生調査特別委員会設置に関する決議＜Ｐ３

２～Ｐ３３＞

追加日程第 ３ 意見書案第２号 ２０２０年度地方財政の充実・強化を求める意見書＜Ｐ

３３＞

追加日程第 ４ 意見書案第３号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への

復元、教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」

の実現に向けた意見書＜Ｐ３３＞

追加日程第 ５ 意見書案第４号 日米地位協定のあるべき姿へ見直しを求める意見書＜Ｐ

３３＞

追加日程第 ６ 意見書案第５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書＜Ｐ３３～Ｐ３

４＞

追加日程第 ７ 意見書案第６号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書＜

Ｐ３４＞

追加日程第 ８ 議員派遣の件＜Ｐ３４＞

追加日程第 ９ 閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員会・広報広

聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ３４＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） おはようございま

す。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第２回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日は、最初に議案第７３号から議案第７

８号までの令和元年度補正予算について提案

説明を受けた後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第７３号から議案第７８号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第７

３号令和元年度足寄町一般会計補正予算（第

１号）から日程第６ 議案第７８号令和元年

度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）

までの６件を一括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第７３号令和元年度足寄町一般

会計補正予算（第１号）から議案第７８号令

和元年度足寄町上水道事業会計補正予算（第

１号）まで、一括提案理由を御説明申し上げ

ます。

なお、改元に伴いまして、各予算における

会計年度の名称につきましては、平成３１年

度を令和元年度に読みかえるものとしており

ます。

補正予算つづり１ページをお願いをいたし

ます。

議案第７３号令和元年度足寄町一般会計補

正予算（第１号）について、御説明申し上げ

ます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

０億１,４８５万３,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億

３,４１６万９,０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

１４ページをお願いいたします。

第２款総務費、第１項総務管理費、第５目

文書広報費におきまして、町勢要覧作成業務

といたしまして２０９万円を計上いたしまし

た。

第８目財産管理費、第１３節委託料におき

まして、（仮称）芽登集落センター新設工事

監理業務といたしまして４３７万２,０００

円を、第１５節工事請負費におきまして、は

たらく者の憩の家外部改修工事といたしまし

て１,０９４万５,０００円、（仮称）芽登集

落センター建設工事といたしまして４６０万

９,０００円を計上いたしました。

第１４目企画振興費、第１９節負担金、補

助及び交付金におきまして、住環境・店舗等

整備補助金といたしまして６,０００万円、

地域おこし協力隊起業支援事業補助金といた

しまして３００万円など、合わせて６,５５

０万円を計上いたしました。

第１５目行政情報管理費、第１３節委託料

におきまして、システム管理経費といたしま

して、内部情報システム等更新業務２,３１

０万円など、合わせて２,７６４万６,０００

円を計上いたしました。

１６ページをお願いいたします。

第１８目新エネルギー対策費、第１９節負

担金、補助及び交付金におきまして、再生可

能エネルギー導入補助金といたしまして２０

０万円を計上いたしました。



― 4 ―

第２１目情報化推進費、第１５節工事請負

費におきまして、地デジ無線共聴施設整備工

事といたしまして４,２３５万円を計上いた

しました。

１８ページをお願いいたします。

第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目

社会福祉総務費におきまして、プレミアム付

商品券事業といたしまして、プレミアム付商

品券事業運営業務など合わせて１,２３６万

８,０００円を計上いたしました。

２０ページをお願いいたします。

第２項老人福祉費、第６目旭町ふれあいプ

ラザ運営費、第１５節工事請負費におきまし

て、旭町ふれあいプラザ改修工事といたしま

して７８０万９,０００円を計上いたしまし

た。

第７目高齢者等複合施設運営費、第１３節

委託料におきまして、指定避難所等非常用電

源設備実施設計業務といたしまして２０３万

５,０００円を計上いたしました。

第３項児童福祉費、第３目子どもセンター

運営費、第２３節償還金、利子及び割引料に

おきまして、返還金といたしまして５５０万

円を計上いたしました。

２２ページをお願いいたします。

第６款農林水産業費、第１項農業費、第３

目農業振興費、第１９節負担金、補助及び交

付金におきまして、畑作構造転換事業補助金

といたしまして８７９万円を計上いたしまし

た。

第４目畜産草地費、第２１節貸付金におき

まして、畜産振興資金貸付金といたしまして

１億円を計上いたしました。

第５目農地費、第１９節負担金、補助及び

交付金におきまして、道営中足寄地区水利施

設等保全高度化事業（営農用水）負担金とい

たしまして１,０３７万８,０００円、道営西

足寄地区水利施設等保全高度化事業（営農用

水）負担金といたしまして７２２万９,００

０円をそれぞれ計上いたしました。

第８目町民センター運営費、第１５節工事

請負費におきまして、町民センター改修工事

といたしまして１,４８８万３,０００円を計

上いたしました。

２４ページをお願いいたします。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

振興費、第１９節負担金、補助及び交付金に

おきまして、小規模事業振興補助金といたし

まして４００万円、企業振興促進補助金とい

たしまして８,５４０万円をそれぞれ計上い

たしました。

第３目観光費、第１３節委託料におきまし

て、オンネトー新休憩舎建築工事調査設計業

務といたしまして５１７万９,０００円を計

上いたしました。

２６ページをお願いいたします。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目

道路維持費、第１５節工事請負費におきまし

て、町道舗装補修工事といたしまして３,５

３１万円を計上いたしました。

第２目道路管理費におきまして、街路灯等

ＬＥＤ化事業といたしまして、工事請負費

１,５００万円、足寄白糠線土砂流出防止事

業といたしまして、工事請負費、移転補償費

合わせて２,４５９万９,０００円を計上いた

しました。

第４目臨時地方道整備事業費、第１３節委

託料におきまして、西町４丁目２号通ほか１

路線の調査設計業務、合わせて９７４万３,

０００円を計上いたしました。

第１５節工事請負費におきまして、下愛冠

１丁目５・６号通ほか１路線の整備工事、合

わせて２,４１４万５,０００円を計上いたし

ました。

第４項都市計画費、第４目公園事業費里見

が丘公園整備事業といたしまして、委託料、

工事請負費など合わせて２億７,２００万４,

０００円を、公園施設長寿命化修繕事業とい

たしまして、工事請負費１,０００万円を計

上いたしました。

２８ページをお願いいたします。

第５項住宅費、第１目住宅管理費、第１５

節工事請負費におきまして、美盛団地公営住

宅屋根・外壁塗装工事など合わせて３,１１
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７万６,０００円を計上いたしました。

第９款消防費、第１項消防費、第３目災害

対策費、第１３節委託料におきまして、指定

避難所等非常用電源設備実施設計業務といた

しまして２４９万２,０００円を計上いたし

ました、

第１５節工事請負費におきまして、防災行

政無線デジタル化施設更新工事といたしまし

て３,３３３万円を計上いたしました。

３０ページをお願いいたします。

第１０款教育費、第２項小学校費、第１目

学校管理費、第１５節工事請負費におきまし

て、大誉地小学校改修工事といたしまして３

７２万２,０００円を計上いたしました。

第３目学校建設費、第１５節工事請負費に

おきまして、足寄小学校教員住宅外構・旧住

宅解体工事といたしまして６１０万５,００

０円を計上いたしました。

第３項中学校費、第３目学校建設費、第１

５節工事請負費におきまして、足寄中学校教

員住宅新築工事といたしまして４,６２０万

円を計上いたしました。

第４項社会教育費、第５目生涯学習館費、

第１５節工事請負費におきまして、高圧受電

設備等更新工事といたしまして１,７６０万

円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページへお戻りください。

第１５款国庫支出金、第１６款道支出金に

おきまして、それぞれ事業費見合いの補助

金、交付金を計上しております。

次、１０ページをお願いいたします。

第１９款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金及び公共施設建設等基

金から基金繰入金といたしまして５億９,５

８８万２,０００円を計上いたしました。

１２ページをお願いいたします。

第２２款町債、第１項町債におきまして、

緊急防災・減災事業債といたしまして２,２

７０万円、辺地対策事業債といたしまして

５,７４０万円、過疎対策事業債といたしま

して１億８,３９０万円を計上いたしまし

た。

以上が歳入の主な事項でございます。

４ページへお戻りください。

４ページにおきまして、第２表、地方債補

正変更３件をお願いしてございます。

以上で、令和元年度足寄町一般会計補正予

算（第１号）についての説明を終わります。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

ます。

３５ページをお願いいたします。

議案第７４号令和元年度足寄町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９億９,０８５万６,００

０円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ていただきます。

次に、４３ページをお願いいたします。

議案第７５号令和元年度足寄町簡易水道特

別会計補正予算（第１号）について御説明申

し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ９,５６８万４,０００

円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ていただきます。

次に、５１ページをお願いいたします。

議案第７６号令和元年度足寄町公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）について、

御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,７９０万１,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３,７６

９万２,０００円とするものでございます。

歳出から御説明申し上げます。

５８ページをお願いいたします。
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第２款事業費、第１項事業費、第１目事業

費、第１８節備品購入費におきまして、貨物

トラックといたしまして１,６８４万１,００

０円を計上いたしました。

次に、歳入について申し上げます。

５６ページへお戻りください。

第３款国庫支出金、第１項国庫補助金にお

きまして、公共下水道事業国庫補助金といた

しまして８４２万円を計上いたしました。

第４款繰入金、第１項他会計繰入金におき

まして、一般会計繰入金といたしまして９４

８万１,０００円を計上いたしました。

次に、６１ページをお願いいたします。

議案第７７号令和元年度足寄町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について御説明を

申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９億４,７７９万５,０００円とす

るものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ていただきます。

次に、企業会計について御説明申し上げま

す。

７５ページをお願いいたします。

議案第７８号令和元年度足寄町上水道事業

会計補正予算（第１号）について御説明を申

し上げます。

収益的収入及び支出の総額に２２３万３,

０００円を追加し、収益的収入及び支出の総

額をそれぞれ１億７,５２８万８,０００円と

するものでございます。

次に、資本的収入及び支出の総額に資本的

収入額６１１万７,０００円、資本的支出額

６１６万４,０００円をそれぞれ追加し、資

本的収入の総額を８,１５１万２,０００円

に、資本的支出の総額を１億４,９１７万３,

０００円とするものでございます。

資本的収入及び支出の予定額の補正に伴

い、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する額を６,

７６６万１,０００円に、建設改良積立金を

１,２３２万７,０００円に、それぞれ改める

ものでございます。

収益的収入及び支出の内容につきまして

は、説明を省略させていただきます。

８２ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出の内容につきまして

は、収入といたしまして消火栓新設・取替工

事負担金等を計上し、支出といたしましては

工事請負費等を計上いたしております。

以上で、議案第７３号令和元年度足寄町一

般会計補正予算（第１号）から議案第７８号

令和元年度足寄町上水道事業会計補正予算

（第１号）までの説明とさせていただきま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第７３号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）の件の質疑を行

います。

１４ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

１４ページから１８ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 総務費の５番、文書

広報費のところの委託料１３町勢要覧作成業

務について、お伺いいたします。

これは町勢要覧はなかなか私たちも、つ

くったときは見るのですけれども、その後数

年たってなかなか目にする機会がないわけで

す。このたび更新するということですが、町

勢要覧というのはそもそも何年に１回更新さ

れるのか伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

今回予算化しておりまして、前回は平成２
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７年度でございまして、４年に一度更新して

ございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） ４年に一度というの

は決まっているわけですね。４年に一度必ず

更新する。今回がたまたま４年に一度だった

ということですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

その前も４年前でございまして、基本的に

は４年ごとに更新してございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） それでは、今回は何

冊つくって、予算は２００万円なにがしです

けれども、何冊つくって１冊当たりの単価が

どのぐらいなのか、相当立派な町勢要覧、写

真がふんだんに使って立派なのですけれど

も、単価をお聞かせください。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

見積もり上今回予算化しております単価で

ございますが、１冊当たり９５０円掛ける消

費税でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） そんな安いのです

か。何千円もするものかと思って、町勢要

覧、思っておりました。

この１,０００円前後の町勢要覧ですけれ

ども、配付する範囲、どういうところにして

いるのか、それとも総務課でずっとストック

して必要に応じて出しているのか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） 基本的に配付先

というか、配付するに当たって基本的には足

寄町内で、例えば庁舎等の見学等に来た視察

関係者の方、もしくはこちらから、足寄町か

ら例えば職員が視察したりした場合に、視察

先へ持っていって配付をするということがご

ざいます。あと町内の公共関係機関に配布し

てございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 私がなぜこんなこと

を聞いたかといいますと、結構足寄の人たち

はフキを初めタマネギとかイモとかジャガイ

モとか、日本全国に段ボールで発送したり、

親戚、友人、知人に、そういう人が多いので

ないかと思います。それはどこの町村でもそ

うだと思うのですけれども、そのときにある

生産農家の方から、日本全国に物を送る、も

ちろん商売として、例えばイモとかタマネギ

を送るときに、フキなどを送るときに、足寄

町内のことがよくわかる町勢要覧までいかな

くても何かダイジェスト版で足寄町をＰＲで

きる何かパンフットみたいのはないでしょう

かとよく聞かれるのです。そのときに私は町

勢要覧が一番いいなと思ったのですけれど

も、これは多分何千円もするものだから、そ

れはなかなか買うことはできないということ

で、今お聞きしているのですけれども、そう

いった町民は本当に足寄町をＰＲする一番の

広報マンでないかなということも思うわけで

して、しかも本州の人たちとのやりとり、そ

ういうことが多いメンバーでございますの

で、そういう人たちに段ボールとか物を送る

ときにそういうものを送れるパンフのよう

な、町勢要覧のコンパクトなダイジェスト版

のような、そういうものがつくれないのかな

ということで今お聞きしているわけなのです

けれども、いかがでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） 今議員おっしゃ

るとおり、町勢要覧と申しますのは町の魅

力、あるいは町の施策を町内外にＰＲすべき

一つの媒体であると思います。それで一応予

算上は先ほど単価申し上げましたとおり、１

冊９５０円掛ける消費税でございますけれど

も、ダイジェスト版については今のところ作

成する予定はございません。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 今はなくても、そう

いう町民一人一人が広報マンということを考

えると、アピールするのには大事なことでな

いかなと思います。

今後そういう検討をする余地がないのかあ

るのか、お聞きします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今の足寄町をＰ

Ｒするという観点の関連から、うちのほうの

観光パンフレット、こういうのがございま

す。町勢要覧的に詳しい内容まではいってな

いのですけれども、足寄のどこかに足寄の名

所だとか、そういった食品、食堂だとか、そ

ういったことを載っているパンフレット、そ

れともう１個はおおむね足寄町こういうもの

だよというものを記載しているパンフレット

もあります。

今高道議員がおっしゃっているようなこと

で、うちのほうの観光担当のほうも本州から

何か足寄のＰＲしていただけるもの何か送っ

てくださいということになると、そういった

観光パンフを送ったり、町勢要覧まではいか

ないのですけれども、そういうものを送っ

て、一応ＰＲをしているというような形があ

りますので、もしかそういう生産者もしくは

そういうふうな町民の方が、そういって何か

紹介したいよというふうな問い合わせがもし

か来たなら、経済課の商工観光のほうにそう

いった、全部がマッチするかわからないので

すけれども、そういったものが用意してござ

いますので御利用していただければありがた

いなと思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 済みません、それは

無料で。（「無料です」と呼ぶ者あり）

わかりました。たくさんあるのですね。わ

かりました。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に質疑はございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） 企画振興費の中の地

域活性化推進事業の中であります、地域おこ

し協力隊起業支援についてお伺いしたいと思

います。

地域おこし隊として３年の任期を終えた

後、起業または事業継承するに至る期間とい

うのは定められているのでしょうか、お聞き

します。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

期間についての御質問でございますが、地

域協力隊の任期が満了してから１年以内、も

しくは任期が終了する前１年前という二つの

規定がございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。

あともう一つ、協力隊一人に対する、ここ

では３００万円、３人いたら３００万円と

なってます。協力隊一人に対する１００万円

の補助ですけれども、これは１回限りと考え

てよろしいのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

１回限りでございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に総務費、質疑ありませんか。

７番。

○７番（髙橋健一君） １６ページ、１８目

新エネルギー対策費、説明資料は１１ページ

です。

最近電気の買い取り制度であるＦＩＴ制度

というのが買い取り期間満了ということで、

非常に環境的には厳しくなってくるかなとい

うような気がするのですけれども、ぜひこの

再生エネルギーに関しての普及に努めていた

だきたいと思います。

その中で、ペレットストーブ、４個見込ん
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でますけれども、林業の町としてはちょっと

寂しい数字ではないかと思って、そして１年

間で４個消化できるのかどうか、お尋ねしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 木質ペレットの

４台の購入ということで、まず当初今回補正

させていただいて１２０万円、３０万円掛け

る４台ということなのですけれども、今現

在、これからこの予算が通って議決になれば

導入の案内を送ります。今のところ正直言っ

て、欲しいよというか、導入したいよという

お客さん、事業者等についてはまだ問い合わ

せは来てないのですけれども、いずれにして

も要は今のところ実はペレットストーブも導

入する件数も若干減ってはきている現状で

す。ここ近年では１台だとか２台とか、そう

いうふうにちょっと減りつつもあるので、今

回改めて導入補助金額をちょっと上げさせて

いただいたということも含めまして、普及活

動を含めて、３０万円になったということも

含めて、これから台数がふえていくのを期待

しております。

ただし今言っているように、４台で予算が

オーバーするとなれば、また補正して追加し

ていきたいという考えであります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（髙橋健一君） ぜひ普及に努めて、

オーバーした場合にはまた補正をしていただ

きたいと思います。

ちょっと細かくなるのですけれども、４戸

３０万円ということは１戸で２台というわけ

にはいかないのですか。３台とか。それから

１台買いたいと、買いかえしたいと、そうい

う場合もこのお金が補助が出るのかどうか、

お尋ねします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今言っているよ

うに、１世帯で１台という限定はないです、

正直言って。それと、今これが１７年からス

タートして導入しているので、古くなってき

たりという形の中でいった場合、更新という

か、そういったものも含めまして導入するこ

とは可能です。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（髙橋健一君） ありがとうございま

した。

ぜひ普及させていただきたい。しかしこん

なにおいしい補助なのに、なぜ普及しないの

か、ペレットストーブ、その理由をちょっ

と、難しいですか。お願いします。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まずもって今の灯油価格、高いのですけれ

ども、実は灯油１リッターに対してペレット

というのは１.７キロ、いわゆる灯油価格と

ペレットの分岐点というのが、おおむね大体

９２円という形なので、それを超えるという

か、あとカロリーだとかいろいろな形もあろ

うと思うのですけれども、いわゆる、何とい

うのかな、うまく言えないのですけれども、

一般的に灯油ストーブが一般家庭にあります

よね。それを改めてペレットストーブを導入

するというふうにまではいってないというの

もまず一つだし、新築住宅の方がペレットを

導入する部分についてはふえてきてます。あ

とは、石油ストーブがもう壊れてペレットに

変えたいという人も含めて、いるということ

も中にはいます。そういった中で、どうして

もペレットストーブ、本来でいえばこれは地

産地消みたいなという形の中で、もっともっ

と普及していただければありがたいのですけ

れども、やはり導入する家庭の方、事業所も

含めてやはり灯油のほうが経済的というか、

温かいというイメージがまだ残っているの

か、その辺についてはうちのほうも予算増額

しているので、その辺も含めてうまくＰＲし

ながら導入に努めていきたいなというふうに

思っておりますので、御理解願いたいと思っ

ております。

以上です。
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○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（髙橋健一君） いわゆる体験を経験

してもらうとか、そういうことで町民に呼び

かけてぜひ普及に努めていただきたいと思い

ます。林業の町ですから。どうぞよろしくお

願いします。ありがとうございました。

○議長（吉田敏男君） 他に総務費、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

１８ページから２０ページ、第３款民生

費、質疑はございませんか。

１８ページから２０ページです。ないです

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） では、次に参りま

す。

２０ページから２２ページ、第４款衛生

費、質疑はございませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 予防費の中の風疹委

託料、１３節の委託料のところの風疹につい

てお伺いしたいと思います。

このたび風疹が３９歳から５６歳までの男

性に抗体検査業務ということで、予算が計上

されました。

文教委員会の中でも福祉課の方に説明は

少々受けたのでございますけれども、ここで

はこの風疹の検査業務の抗体検査の業務です

か。そのタイムスケジュールとか、３９歳か

ら５６歳の男性の対象者はどのぐらいいらっ

しゃって、またなかなか本人の希望等もある

と思いまして、周知方法とか内容とか、そこ

ら辺お伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの高道

議員の御質問にお答えをいたします。

まず、対象者ですけれども、今回対象に

なっているのが昭和３７年から昭和５４年生

まれの方ということで、今７００人ぐらいい

るというふうに見込んでおります。

今回、今年度その中の対象者のうち、昭和

４０年から昭和４７年に生まれた方に対し

て、クーポン券を発行するのですけれども、

その方たちは大体３００人ぐらいというふう

に見込んでおります。

それと今後のスケジュールなのですが、ス

ケジュールに関しましては、今回議決をいた

だいた後、通知文書をまず３００人の方に、

対象者に個別に通知文書とクーポン券を発送

いたしまして、７月中に発送する予定でおり

ます。クーポン券の有効期限が今年度につき

ましては、来年の３月３１日までとなってお

りますので、その間に随時検査を受けていた

だいて予防接種受けていただくというふうに

思っております。

そして、今回７月中にクーポン券を発行す

る予定なのですけれども、実は６月の末に集

団の特定健診がございまして、そのときに

クーポン券の発行がまだ間に合わないもので

すから、事前に議会が終わりましたら通知を

させていただいて、希望者の方には特定健診

の中でも検査が受けられるように対応したい

と考えております。

また今年度発行する方が３００人で、全体

の対象者が７００人ということで、個別に通

知されない方が４００人おります。クーポン

券が発行されなくて、個別に通知されない方

が４００人おりますので、その方たちについ

ても希望者については検査を受けていただく

とか、予防接種ができる、ことしもできるの

で、その方たちに対しての周知も含めて、広

報とかホームページ等で周知を図ってまいり

たいと思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） これは強制力という

のはどこまであるのでしょうか。本人がやだ

といったらどういうことになるのでしょう

ね。

これは家族の人が予防接種を受けるという

ことが本当に自分の奥さん初め、娘さん等に

移らないためにもぜひ受けなければいけない
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ことだと思うのですけれども、そこら辺の理

解と、それは強制力はあるのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） 定期予防接種で

はございますが、強制力はございませんで、

あくまでも御本人たちが希望された方のみと

いうふうになっておりますので、ぜひ周りの

方とか御家族が対象者の方に勧めていただく

のがいいのかなとは思ってはいるので、受け

ていただけるように周知をしていきたいと

思っています。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

ほかに衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２２ページから２４ページ、第６款農林水

産業費。

４番。

○４番（榊原深雪君） 農業振興費の畑作構

造転換事業補助金について、お伺いいたしま

す。

総務委員会でも予算説明でお聞きし、町長

からも行政執行方針でも農業協同組合が行う

豆類の省力栽培、豆類の作付拡大に向けた取

り組みを、全額道補助金を財源に畑作構造転

換事業補助金として８７９万円を支援する予

算を本定例会に提案していますとありまし

た。

そこで３点ほどお聞きしたいと思います。

この事業の受益農家戸数は何戸ですか。

あと、補助対象面積は豆類全体の何割程度

でしょうか。面積の何割程度でしょうか。

あと、目標収穫増量は何パーセント見込ん

でいますか。お伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まず、これに該当している生産者戸数は何

戸ですかということでいきますと、６０戸で

す。

次に面積の部分なのですけれども、ちょっ

とお待ちください。全体面積が２５６ヘク

タールあります。そのうちの２０９ヘクター

ルということで、８２％ほどの方が対象と

なっております。

次にその増収率というか、そういうのは何

ぼぐらいですかということについては、何％

ということについてなのですけれども、これ

については、いわゆる今回やろうとする畑作

構造転換事業というのは足寄町の場合は、小

豆、これを対象としてやっております。本来

でいけば小豆の作付というのは一般的、標準

ということについては大体２０センチ間隔で

小豆の豆というか種を植えていくと。その中

間にもう一回種をまくということになって、

そうすると１ヘクタールでいけば約倍の部分

が収穫面積に匹敵してくるのかなと思うので

すけれども、こればっかりは何％の増収率が

あるかということについては、本年度からス

タートしてくるので、一般的には倍の種が約

１ヘクタールの中では倍の種子というか、も

のが収穫できるというふうな判断はするので

すけれども、実際にはどのぐらいかというこ

とについては、実績を見てからでないと判断

つかないのかなというふうに思っておりま

す。

この事業というのは、そこの足し増しした

その種代というのですか、それを補助すると

いう、反当たり定額で４,２００円を補償す

るというような制度内容になっておりますの

で、倍植えたから倍なるよということには、

つながっていただければ大変ありがたいので

すけれども、いろいろな気象状況とか含めま

すと、ちょっとまだ実績的には押さえており

ません。おおむね倍になるということで思っ

ております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） これを、この補助金

を申請するときに、そういう目標数値を示す

何パーセントを見込んでおりますという計画

書を書き込みするところはなかったのです
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か。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えします。

事業申請書の中では増減率という目標、成

果目標の増減率ということについては３％と

いうような数字は載っております。

よろしいでしょうか。そういうことで、わ

かりました。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に農林水産業費、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２４ページ、商工費、質疑はございません

か。

１１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、２４

ページの商工費、観光費についてお伺いをい

たします。

これについては調査をするわけなのですけ

れども、場所的には、これは老朽化したオン

ネトーの茶屋にかわるものなのだとは思うわ

けなのだけれども、ここでその茶屋、これが

どういうことになるのか、それからまたこれ

から先、この場所的にはどうなのか、その辺

をお伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

場所の候補地としては、今考えている場所

として今の野営場に隣接している駐車場、こ

こを建設予定地という形で今考えておりま

す。

茶屋の機能を含めて、どういうふうな形に

将来なっていくのかというふうな御質問につ

いては、若干経過、ちらっと本当の概略経過

を説明していきますと、この話になったのが

平成２９年ですか、阿寒摩周国立公園に名称

変更になったとともに、そこの部分でいくと

ここが国立公園なので、北海道でただ一つな

のですけれども、国立公園満喫プロジェクト

ということで、全国の中の八つのうちの一つ

に選ばれて、それが２９年から来年までです

ね、来年までそのプロジェクト計画がありま

す。その中で、うちとしては阿寒湖周辺、オ

ンネトー周辺という、ここを何とか観光とし

て集客できないかという構想がなってくると

同時に、今後２９年の５月ですか、オンネ

トー魅力創造委員会というのを設立して、そ

の中でオンネトー地区をいかに今後どうして

いくかというふうな形の中で、意見を出され

た中で、やはりオンネトー地区周辺をやはり

通過型でなく、一部滞在を含めて何とかうま

く機能をしていこうという構想の中、いろい

ろと話しました。

そうすると、環境省の中での事業の一つの

中で、自然国立公園整備事業というのです

か、その事業がうまくこの茶屋の機能もあり

休憩もできる機能もあり、いろいろな機能を

有している事業として活用できるということ

がいろいろな関係機関と相談して、ある程度

の段階を踏ませていただいた経過をもって、

今野営場の駐車場周辺に建設予定しようとい

う計画、これをもとにいわゆる最低限といっ

たらちょっと語弊あるのですけれども、その

施設がそこに建てられることによって、茶屋

の機能もありということも含めながら休憩も

できる、一時避難もできるだとか、アメニ

ティーもできると、そういったことで将来的

にその施設が有効になるような形の中で生か

されるよう、これから調査をしながら進めて

いきたいなというふうに考えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 大体わかったよう

な気がするのだけれども、規模的にはどのく

らいになるのか。例えば食堂もこれはきっと

するのだと思うのですよね。そして集会あた

りはできるようにするのかどうなのか、それ

からまた総体的には何名くらいの規模になる

のか、その辺ちょっとお伺いをしたいと思い

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。
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○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今計画している内容としては、既存の茶

屋、これより少し大き目に計画はしようとい

うふうな形であります。

その中の部分でいきますと、建物の面積的

には１８８平米、それと休憩室、展示スペー

ス、あと厨房ですか、それと当然トイレだと

か、そういったものも設備を備えるような形

の中で、今のところは計画をしております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 阿寒国立公園が今

度は摩周阿寒国立公園という形で進むという

ことで、そして見直しをかけた形の中で、オ

ンネトー茶屋にかわるものをつくるというこ

とで進んできたということをお聞きをしたわ

けなのだけれども、ここでこれがオンネトー

あたりは雪が深いわけなのだけれども、しか

しながら夏も、春、夏、秋とするのか、それ

とも１年中するのか、その辺ちょっとお伺い

をしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 従来でいけば４

月から１０月いっぱいという形の中で営業を

していた経過がございます。野営場も同じよ

うな形態でもって運営しております。

今、上螺湾からオンネトーの野営場まで行

く道路を、いわゆる緊急防災用の道路整備と

いうような形でもって、今計画が進められて

おります。そうすると、その野営場の近くに

建設することによって、通年できるような形

態になるのではないかというふうな形で計画

できるのかなと。ただし、それがきちんとで

きない限りは冬期間、閉鎖されてしまいます

ので、そこでいくと、やはりこの計画的にい

きますと、今回調査してうまく合意形成がで

きれば来年建設と。令和３年ぐらいには供用

開始できるような形でいければなと思っては

いるのですけれども、そうなってもやはり若

干の期間は４月から１０月までの営業になる

のではないかというふうに考えております。

それ以降、道路が整備されてきちんと交通

機関が確保されていけば、通年もという形の

中で使用を考えたいと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

質疑中でありますけれども、ここで暫時休

憩をいたします。

１１時１５分まで休憩をいたします。

午前１１時００分 休憩

午前１１時１５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

第７款商工費、他に質疑はございません

か。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） 商工振興費の商工振

興対策経費８,９４０万円ですか、について

お聞きしたいと思います。

最初にこの建物ですけれども、説明があっ

たと思うのですけれども、足寄のカラマツ材

を使って、そしてラミナー使用で、予算は

ちょっと定かではないのですけれども、林野

庁の予算だったと思ったのですけれども、高

い補助率ですよということで説明があったと

思いますし、そのときにそういう説明があっ

た中で今回はＣＬＴに変わったということも

今回聞きました。

それで、そのときにも木材振興は当然なの

ですけれども、ラミナーの工場誘致にもつな

げたいというようなことも含めて説明があっ

たと思うのですけれども、ＣＬＴに変わった

理由については何かあったのかどうか。

○議長（吉田敏男君） 済みません、熊澤議

員、もう一度質疑してください。内容的にわ

かりません。

○６番（熊澤芳潔君） 聞いた範囲では、ラ

ミナー使用がＣＬＴ使用になったのかなとい

うような、違いましたか。ＣＬＴが集成材に

変わったと。そうですか。それにしてもその

変わった理由は何かあったのですよね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 直接的に私把握し
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ている内容ではございませんが、まずこのホ

テルは民間の会社がつくっていると。それに

対して町はそれの投資額の２０％を補助する

というものです。

建築主の方、またその関連業者からのお話

を聞きましたら、ＣＬＴでの建設も考えては

いたそうですが、やはり環境省の補助金がＣ

ＬＴの部材のみを補助対象として、かつ補填

率も高いといっても実際のところ、経費節減

にならないということで、さまざまな建て方

を探ったところ、足寄町の木材で集成材とし

て木を、鉄骨よりも有利な優位性があるとい

うことで、集成材でやると。また、断熱材と

しても、また別のお話になりますけれども、

足寄町の木材を繊維化して断熱材に使うとい

うような形で足寄町の木材を非常に有効利用

していただいているところで、ＣＬＴは民間

の方は目指していたようですが、実際のとこ

ろはそうしてないというところで、町が今回

の建設に関してアドバイスというか、うちに

も参事で木材の専門の方も来ていただいてい

るので、そういうところでかかわってはいま

すが、実際の選択したのはそちらの会社とい

うことで、町はその２０％の補助をしている

ということでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

次に、今回の補助金の関係でちょっとお聞

きしたいのですけれども、これは起業振興促

進条例に基づいて出すのだろうと思うのです

けれども、条件なのかどうかわからないので

すけれども、条例の中に雇用についてなので

すけれども、一般の方は５０万円、それから

足寄高校新卒者には１００万円となってます

けれども、これを読んでみまして、ただ人数

につきましては何人とも書いておりません

し、それから採用についてもしなくてもいい

のかなというような文章ですし、何となく漠

然としているような感じの条例なのですけれ

ども、私ども足寄高校生を少しでも町内の中

で採用していただければというふうに思って

いる中なのですけれども、この条例のちょっ

と内容について若干漠然となっているのかな

という気がしますけれども、それについてお

聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

条例の規定の関係なのですが、補助金の交

付につきましては基本的に雇用主、今回例え

ばホテルを建設された法人が足寄高校生を採

用するということが条件でございまして、採

用しなければなりません。（「採用した場合

でしょう」と呼ぶ者あり）

採用した場合は１人１００万円を雇用主に

交付するということでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 先ほど言ったよう

に、何とか足寄高校生を多く採用してもらい

たいということの中のこの条例だったもので

すから、どこまでできるかわかりませんけれ

ども、ある程度これだけの補助金を５００万

円、３,０００万円、１億円までですか、出

す以上はもう少し採用を促すような条例、人

数も例えばですよ、例えば１億円の場合は何

人とか、３,０００万円の場合何人とかとい

うような、そういった促せるような条例とい

うのができないのかどうか、ちょっとお聞き

したいと思います。

○議長（吉田敏男君） 熊澤議員、条例の関

係は前回の議会の中で既に決定をしておりま

す。３月の議会ですね。これからそれを変更

していけという部分だということであればわ

かるのですけれども。

○６番（熊澤芳潔君） 読んでみた結果、

ちょっとそういう漠然となっているのかなと

いうことだったものですから、変更はどうな

のかなということでございます。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） この条例の足寄高

校生を１００万円にしたときの担当者だった

ので、お答えいたします。
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もともとこの補助金は何人を採用して、か

つ幾らぐらいの投資額であれば補助対象にす

るということだったのですけれども、今投資

をする企業なりがなるべく人を採用しない

で、機械、オートメーション化して投資をす

ることもあるので、人数というものが補助の

条件にするということになれば、なるだけ企

業は人を採用しないで機械化をするというと

ころがあるということで、そういうような企

業側の理論があります。

そこで、そうはいってもやはり町としては

雇用も非常に大事なので、オプションとして

１人幾らという形で、投資もするし人も採用

したら新たにその部分を加えようと。その中

で、当時考えたのは、足寄高校生をまた採用

してくれるのだったらさらにオプションとし

て５０万円追加するというような考えもいい

よねということで、その条例を整備したとこ

ろで、今回投資を、ホテル建設される方も当

然条例を見ながら、最も有利な方法で補助金

をもらって整備しようという考えでございま

すので、当然足寄高校生、もともとは商工会

の関係の役員の方でもございますし、雇用と

いう部分でいえば、町内の方を積極的に雇用

しようという考えは当然あるかと思います

が、その中でたまたま１人しかいなかったと

いうことで、これはその結果として何人採用

するかというところで、どんどん１０人採用

すれば、足寄高校生を１０人採用すれば１０

０万円掛ける１０人で１,０００万円になる

というような形で、１人当たりの金額として

こうなっているところで、条件ではないとい

う形なのですが、このような御答弁でよろし

いでしょうか。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） できればちょっと条

件みたいな形で。

○議長（吉田敏男君） ６番と言われてから

発言してください。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） なるべく条件的な形

のほうがさらに採用が進むのかなとは思いま

すけれども。

それでちなみに、これまでに振興条例に基

づいて一般の方だとか、新卒高校生の方の採

用は何人ぐらい出たのでしょうかね。何人ぐ

らい今までに。

○議長（吉田敏男君） そのことを利用した

かということ。わかりました。

副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 過去の部分で言え

ば、平成二十五、六年でキュウホーさんが新

たに工場を建てたときに、そのときには町内

の方ではなかったのですけれども、４人程度

ですかね、４人か５人。あと芽登のから松の

サトウさんが芽登の工場建てたとき、あのと

きは非常に機械、本当にオートメーション化

進んでいる設備でして、採用された方という

のが本当に、もともとの社員の方は来てます

けれども、新規採用というのは１人か２人

だったというふうに記憶しています。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） いずれにしても人数

的には少ないような感じもしますよね。です

から、そういった意味では、考えていただく

のであればそういった、もう少し強制といっ

たらちょっと語弊が、この誤解を受けたらま

ずいのですけれども、この会社につきまして

は多く採用しているみたいですから、それは

もう私言うべきものではないのですけれど

も、これからのいろいろな誘致の中で、もう

少し採用がつながるような形を考えていただ

ければなと思ってございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

（「はい、以上です」と呼ぶ者あり）

他に商工費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２６ページから２８ページ、第８款土木

費、質疑はございませんか。

２番。



― 16 ―

○２番（高道洋子君） 土木費の中の道路維

持費について、お伺いいたします。

この工事請負費で、町道の補修工事と、そ

れから舗装補修工事等が予算計上されており

ますが、この道路補修工事、維持費の中の補

修ですけれども、大変１年間に金額が計上費

用が大変少ないように思います。補修の距離

は町道は大変他町村と違って、足寄から函館

まで行くまであるのですということを担当課

長に聞いたことありましたけれども、その長

い長い町道はやはり交通量もありますし、壊

れるわけ、穴ぼこだらけになります。それを

直しているうちにもはや最初直したところが

またなるという、いたちごっこというか、も

う本当絶えず絶え間なく補修をしているので

はないかなと思います。

それで伺ったことがありまして、予算には

限りがありまして、なかなかそれは補修箇所

と予算とは追いつかないということも聞いた

ことがございましたが、ここで補修の距離が

他町村よりも非常にあるだけに、道路自体も

長いということもあって、１年間の道路維持

にかける根本的な予算ですね、もっと計上で

きないものかと、１年間の道路に。これは多

分単独費用なのかなと思うのですけれども、

それは単独費用ということは多くすることも

少なくすることもできるわけでして、実は私

も総務産業４年間担当させてもらいましたけ

れども、議員との懇談会がやはり年に１回あ

りました。４年間総務担当として答弁する側

にいたのですけれども、部落、地域にあって

は、部落のほうの町道については、もうそう

ですね、半分以上、７割方、道路維持の質問

攻めでございました。

町中の人たちはお風呂ということ、うわさ

かもしれませんけれども、農村部にあっては

道路維持費用というのが、どうしてくれるん

だということで、何とかしてくれという意見

が多かったものですから、何とかもうここら

でほかの町とは違うので、町道が長い分、費

用を計上をもっと大幅に計上できないもの

か、お伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 高道議員の御質

問に答えたいと思います。

現況、今おっしゃったことは道路の状況に

ついては非常に悪いということで、皆さんも

懇談会等々でいろいろ言われているというの

は、常日ごろ私のほうにも言われてますの

で、よく理解しているとは思います。しかし

ながら、なかなか費用についてたくさんとい

うか、やれればいいのですけれども、議員

おっしゃったとおり、仰せのとおり、一般財

源で賄っているというのが現状でございま

す。補助事業等も修繕に関する補助事業とい

うのは、何かないというような状況なもので

すから、町の財政を見きわめながら進めてい

かざるを得ないということで、なかなか多く

やれないというのが現状です。

ここ一、二年につきましては、年平均大体

３,０００万円から５,０００万円ぐらいで、

大体１キロ前後の補修をしてきたところです

が、それをふやすとなると、どこまでふやせ

るかというのはちょっとまだ財政と調整をし

ながら進めなければいけないというふうに考

えますが、年間当たり優先順位等々、道路の

調査を行って進めていかなければならないと

いうことで、これからも町道の調査をかけな

がら進めていきたいというふうに考えてま

す。

なので、一概に今回幾らふやしますという

ことはちょっと言えないのですけれども、で

きる限り早く改修ができるように進めてまい

りたいというふうに考えてますので、御理解

のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） もう十分担当課長も

理解も、役場の人たちももう認識している

し、町民が困っていることは理解しているの

だと思っております。

本当に過去４年も５年も、懇談会行くたび

に道路がもう第１位に苦情として上がってき

ているということを考えると、そろそろ本当
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に検討するべきときでないかなということ

を、現場に行って思うものですから、こうい

う発言をいたしました。

そういうわけで、大変利用者も多いし、町

民がそれぞれの農道、町道にたくさんいらっ

しゃって、車の利用がほとんどでございます

ので、あるところ、地域へ行きましたとき

に、それは車の業者さんでしたけれども、車

のパンクが全然違うんだよというところまで

大きな声で言われました。その穴があるばか

りに車の維持費が大変かかるのだということ

も言われたりしたこともございましたけれど

も、それは別として何とか検討を今後してい

ただきたいなと、そろそろ思うわけです。

５,０００万円というのは安いのではないか

と思っております。これだけの町道ですの

で、よろしく検討をお願いします。

○議長（吉田敏男君） 町長、今の答えに、

答えてください。

町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 道路の維持管理の部

分でありますけれども、確かに毎年毎年道路

も、車も大型化してますし、それから気象条

件も決していいところではありませんので、

そういった部分では確かに傷む部分もいっぱ

いあるのかなというように思っております。

また町民の方から道路についての苦情、それ

から改修してほしいというようなことなども

出ているというようなことについては、十分

認識をしているところでございます。

ただ、今建設課長のほうからもお話ししま

したように、予算としては町道、これを補修

をしていくといった部分では補助だとかそう

いったものがありませんので、全部町の単独

費でしなければならないという、そういうよ

うなことになってございます。

そういった意味で、いろいろと補助金だと

か、新設だとかであれば補助金があったりだ

とかというのがあるのですけれども、今現在

ある道路を直していくという部分ではなかな

か厳しい財政状況の中で、なかなか一遍に直

せるかというとなかなか直せないというとこ

ろでありますので、一定の調査もしながら、

ここがやっぱりまずはひどいよというところ

を中心に、順番に計画的に直していくという

方向でいかなければならないのかなというよ

うに考えているところであります。

そういった意味で、金額的には確かに小さ

いと言われれば、全体的な額からしてみれば

小さい額になるのかもしれませんが、やはり

町の事業もいろいろな事業があって、その中

に道路の事業もあるということでありますの

で、全体を見ながら道路の維持・補修という

のもやっていかなければならないというよう

に考えておりますので、一遍に、では来年一

遍にやりますかというようなことにはなかな

かなりませんので、そういった部分は御理解

いただければというように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はありませ

んか。

１０番。

○１０番（二川 靖君） 街路灯のＬＥＤ化

事業ということで、山手通に１,５００万円

ということで、これ老朽化に伴う変更かなと

いうふうに思っておりますけれども、今の町

全体の街路灯がどれだけＬＥＤ化になってい

るのかなと、その進捗率は何パーセントぐら

いなのかなと。

それと同時に、これ予算の関係ですから、

多分年度年度で長い事業になってきているの

ではないのかなというふうに感じております

けれども、これについては大体老朽化含めて

何年程度の事業なのか、お聞かせ願いたいと

いうふうに思っております。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 二川議員の質問

にお答えいたします。

現在、ＬＥＤの進捗率ということで、今現

在平成３０年度末ですが、１,３７４基灯数

がありまして、そのうち６３８基ＬＥＤ化済

みになってます。進捗率といたしましては５

１.３５％ということになっております。

あとどのくらいかかるのかというところな
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のですが、とりあえず最終年次まではちょっ

と今手元に資料がないのであれなのですが、

このＬＥＤ化事業につきましても補助事業等

がないので、淡々と計画をして年間何ぼとい

う、今回は１,５００万円なのですけれど

も、大体そのぐらいの金額で進めていこうと

いうことで考えております。

最終的にはちょっとわからないので、

ちょっと御理解お願いしたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） およそ何年でもわか

らない。今までの過程があるからさ。それと

同じくいけば。

○建設課長（増田 徹君） １０年、ちょっ

と資料が。

○議長（吉田敏男君） 資料あるかい。

ここでちょっと暫時休憩をいたします。

若干お待ちください。

午前１１時４０分 休憩

午前１１時４１分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お時間をいただ

き、済みませんでした。

現計画では令和１３年が今のところの計画

で進めております。なのでまだ十二、三年か

かるかなというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １０番。

○１０番（二川 靖君） 済みません、あり

がとうございました。

今のお話では令和の１３年ということで、

これについても町民の税金を使いながらやっ

ていくということなのですけれども、いずれ

にしても老朽化ということが激しい地域とい

うのは多分町の中にもあるのかなというふう

に考えておりますので、そういった観点で、

そういったところ含めて早急にできるところ

から進めていっていただけたらありがたいか

なというふうに思っていますので、よろしく

お願いしたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に土木費、ござい

ますか。

１番。

○１番（多治見亮一君） ２６ページ、第４

項都市計画費、第４目公園事業費についてお

伺いします。

まず１３節委託料、里見が丘公園調査設計

業務についてお伺いします。

どういうような範囲についてなのか、

ちょっとお聞きしたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。範囲について。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 多治見議員の質

問にお答えをいたします。

里見が丘公園の調査設計業務はどのような

ことかということです。

次年度以降整備を行う今予定となっており

ます、野球場の改修及び公園内の照明の更新

に係る調査設計業務を、今回里見が丘公園調

査設計業務という形で計上させていただきま

した。

御理解のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） わかりました。

それから、その下に里見が丘公園整備計画

見直し業務というふうにありますが、見直し

の範囲というか、その辺について説明願いま

す。

○議長（吉田敏男君） 建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 里見が丘公園の

整備計画見直し業務ということですが、平成

２６年度に里見が丘公園再整備基本計画が策

定され、５年が経過してきている今現状でご

ざいます。この間計画に基づきながら公園施

設のリニューアル整備、それとしての国の交

付金を活用し財源計画を念頭に順次整備を、

今まで進めてきているところでございます。

しかしながらここに来て、当初計画から交

付金の交付要件が変更になるなど、財源計画
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が大幅に変更となるほか、交付金の今現在配

当割が低く、事業の進捗に大きな影響を及ぼ

してきております。

このようなことから、計画期間の長期化も

視野に入れる一方で、公園整備の計画の内容

の見直しが必要と判断したことから、今回計

上させていただきました。今後の整備につい

てどのように進めていくか、財源計画も含め

て全体計画の見直しを行いたいということで

計上をさせていただきましたので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） わかりました。

見直した後には速やかに提示していただき

たいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

それから次、１５節で工事請負費の温水

プールの改修工事についてお伺いします。

工事に伴い長い休業が、休業というか休館

ですか、が生じるというふうにお聞きしまし

たが、期間と時期等についてお伺いします。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 今仰せの期間が

どのぐらいかということと、時期がどのぐら

いかということにお答えをいたします。

温水プールについてですが、現在約４カ月

間の閉館期間が必要でないかということで、

担当のほうと打ち合わせをしてきているとこ

ろでございます。

閉館する時期といたしましては、１２月が

例年１カ月閉館をして進めてきたというのが

今までの流れがありますので、そこを中心に

ということで進めてきました。現在のとこ

ろ、９月から１２月というような形で閉館を

したいというふうに進めさせていただくとい

うことで、閉館に当たっては教育委員会が中

心となって、水泳協会及び水泳少年団などと

協議を行っていただき、今現在は９月から１

２月に閉館で、できれば１月中にオープンと

いうような形で進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 今建設課長のほ

うから休館の関係の話もされましたが、１２

月ではなく休館そのものは１１月の保守点検

及び清掃で、通常１１月、１カ月を休館をし

ているということでございます。

プールにつきましては、利用する団体のほ

うに教育委員会のほうから、臨時の役員会、

水泳協会さん、そして臨時の総会、水泳少年

団さんと協議をしまして、先ほど建設課長が

御回答したとおり、早目に工事着手をしてい

ただきたいと、そういう要望を受けまして、

９月、１０月、そして１カ月休館している１

１月も利用した１２月までを４カ月休館を予

定しています。

１月に入って、１月の中旬ぐらいにまた

オープンできればというふうに考えておりま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） よくわかりまし

た。

期間と時期についてはわかったのですが、

今プールのほうには指導員というような臨職

の方が多数働いていると思いますが、その辺

が４月の段階では１１カ月雇用というふうに

聞いて採用されているというふうに思いま

す。その辺の対応を今後どうするのかという

のと、人数がどのぐらい対象になっているの

かというのをお聞きしたいと思います。教育

委員会のほうだと思いますが、よろしくお願

いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをしま

す。

まず雇用の人数の関係なのですけれども、

補助職員になりますが、事務の受付補助職員

１名、それと受付とプールの監視業務をして

いただいている方が６名、あと機械管理とい

うことで２名の９名になっております。

その方に９月から１２月までの休館という
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ことで、１１月は通常どおり休館しておりま

すので、考え方としては９月、１０月、１２

月、この部分について、個人の聞き取り調査

は終わっておりませんが、一定程度やっぱり

収入を確保していただきたいということにな

れば、今のところ考えているのは教育委員会

が所管をしているスポーツ施設の、例えば

パークゴルフ場でいけば、なかなか職員がふ

だんから手をつけることができないような植

栽内の草取りですとか、あと枝の撤去、支障

木の剪定ですとか、あと陸上競技場や自由広

場等の草取りまたは石拾い等、そういうこと

を考えております。ただ、これからそういう

ことを打診する予定でおりますので、個人的

に若干話を聞いているのは、そういうことで

休館するのであれば私は働かなくていいです

よと。またオープンするときにまた雇用して

くださいという方も今のところいらっしゃい

ますが、いずれにしろ９名の方については来

週に入りまして、来週の火曜日がちょうど

プールの職員研修がございますので、そのと

きが一番スタッフが全員そろうときでござい

ますので、そのときに説明をしながら、あと

は個別的にどういう要望があるかというのを

確認しながら、今後進めていきたい。いずれ

にしましても、途中で、今のスタッフもぎり

ぎりでございますので、人員確保という面で

はまた１月開業、オープンするときにも今の

スタッフがそのまま業務についていただける

ように、こちらのほうでは考えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） ９人というふうに

大多数、大きな人数ということですから、生

活、働いている人の生活設計に大きな影響を

すると思いますので、その辺の配慮を今後も

よろしくお願いしますということで、これで

終わりたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○議長（吉田敏男君） 他に土木費。

５番。

○５番（田利正文君） ２９ページ、今の件

にちょっと絡むのですけれども、プールの中

にでかい壁画というか、絵がありますよね。

道内ではすごい有名な画家の絵だというので

すけれども、あれを今回は補修されるので

しょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 大きな壁画につ

きましては、現在もその方は在住しておりま

すので、その壁画から若干タイルがこぼれ落

ちるのを膜みたいのを張って、落下しないよ

うな工事は今回の改修工事の中に含まされて

おります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） わかりました。

前回行ったときに、私は大きなアクリル板

上から張って、とめてしまえばいいのではな

いかという話をしたことあるのですけれど

も、それで今聞いたのです。

土木費の８款美盛団地ですけれども、私イ

メージは美盛団地全部解体して更地にするの

だというふうにちょっとイメージあったもの

ですから、この前聞いたら違うということな

のですね。それで美盛団地の２項目入ってま

すけれども、どういうふうに説明したらわか

りやすいかな、老人ホームを背にして団地を

見た場合に、どこのところを改修するのかと

いうのをちょっと知りたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） それでは、ここで暫

時休憩をいたします。

１時、再開といたします。

午前１１時５３分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

第８款土木費、答弁から行います。

総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） 休憩前にお答え

できず大変申しわけございませんでした。

美盛団地の公営住宅のどの建物だという御

質問でございますが、特別養護老人ホーム側

から見て北東側の公住１棟２戸、２棟でござ
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います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） もう一つ、東団地の

公営住宅がありますね。これはどの辺かとい

うのをちょっと教えていただきたいのですけ

れども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

東団地につきましては、７棟ございます。

ちょっと言葉ではちょっとあらわしづらいの

ですが、旧東小学校側の公営住宅でございま

して、利別川から見まして３棟目でございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 済みません、もう１

個大誉地団地もありますけれども、あそこに

２棟４戸あるのかな。道路側か奥なのかとい

うことをちょっとお聞きしたいのですけれど

も。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

大誉地団地につきましては、国道から町道

に入りまして、町道から見て奥側の１棟２戸

の部分でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に土木費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２８ページ、第

９款消防費、質疑はございませんか。

１１番。

○１１番（木村明雄君） ページ数は２８

ページ、災害対策費、消防費ですね。災害対

策費についてお伺いをいたします。

これはデジタル化に、防災行政無線、これ

がアナログ放送からデジタルに変わると。変

わるということで３,３００万円ということ

で計上して進んでいるんだと思うわけなのだ

けれども、これについて、足寄町に一円に配

付されるのはいつごろになるのか、その辺

ちょっとお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 防災無線でございま

すけれども、デジタル化に変えまして、昨年

から２年の継続の事業で実施をしているとこ

ろでございます。ほぼ防災無線の戸別の受信

機については配付がほぼ終わっているような

状況でございまして、まだ若干とりに、一度

地区ごとにそれぞれ一回それぞれ集まってい

ただいてお渡しをして、その後そのときに来

れなかった人たちについては後でまたお渡し

するということで、役場のほうに来ていただ

いてお渡ししているというようなことでござ

います。何らかの理由があって、なかなか来

れないですとか、そういう方がまだいらっ

しゃるということで、その方の分については

まだお渡しできてない部分があります。

今回、ほぼそういった意味では全域にほぼ

戸別の受信機も渡っていて、今までのアナロ

グのほうの放送もたしか６月いっぱいでした

かね、６月いっぱいで放送を終えるという形

になりますので、なるべく早急に、まだとり

に来られてない方についてはとりに来ていた

だくというような形になるかなというように

思っています。

あと、もともとアナログの施設でアンテナ

ですとかそういったものをつけたりだとかし

ているような、そういう地域もございますけ

れども、そういったところも撤去、というの

はことしまた、ことしは主にそういう撤去の

工事が中心になるのかなというように思って

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） わかりました。

そこで、アナログ放送今まで、これは在の

ほう、足寄を中心としてやはり奥のほうの人

たちについて、今までアナログ放送だったら

放送されていたのだけれども、デジタル放送

になってから、かえって受信ができていない
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と、聞こえないのだというところがあるわけ

なのだけれども、これについてやはりこの防

災無線というのは緊急のときに使うというこ

とが本当のことであって、ふだん聞こえない

というようなことでは、私は困ると思うので

すよね。そこで、その辺について聞こえるよ

うにできるのかどうなのか、その辺ちょっと

お伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 防災無線、もしも、

聞こえづらいだとかというところがあるとい

うことでございますけれども、もしもそうい

うところがあれば役場のほうに言っていただ

ければ、調査をさせていただきたいというふ

うに思いますが、基本的には今回採用してい

るシステムでいくと、町内大体どこでも聞こ

えるような形になっているのかなというよう

に思っております。

そういった意味で、今聞こえづらいという

ような場所があるとすれば、それについては

一度問い合わせをしていただいて、その状況

というのを、聞こえづらい状況というのは

ちょっと調査をさせていただきたいなという

ように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、例えば

私もたまたま在にいるものですから、その相

談を受けるわけなのだけれども、そうすれば

のそのときには役場のほうに聞いてみたらい

いよということであれば、その対処はしてい

ただけるということなのですか、その辺。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

これは今月の広報でも防災無線の受信機の

戸別受信機の受け取りはお済みですかという

ようなことで、まだとりに来られてない方が

いらっしゃったら、ぜひ早く来てくださいね

ということでの周知をさせていただくように

しております。

その中で、問い合わせ先の部分であります

けれども、役場でもよろしいですし、それか

ら工事業者さん、横山・北口経常建設共同企

業体の方の、そこの代理人の方の電話番号な

ども載せてございますので、今月の広報を見

ていただいて、問い合わせ先も載っておりま

すので、それで問い合わせをしていただい

て、例えばこんな形で聞こえづらいだとかと

いうようなことをちょっと言っていただけれ

ば、その調査をさせていただいて、果たして

機械のせいなのか、電波のせいなのか、そう

いったことも含めて調査をさせていただきた

いと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に消防費、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

３０ページから３２ページ、教育費、質疑

はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、歳出総括

ございませんか。

５番。

○５番（田利正文君） 調査設計業務とあり

ますよね。これが聞きたいことは、役場の中

にいる、そういう資格を持った方がいらっ

しゃれば、役場の方で設計業務ができないの

かどうか、あるいはそれをするには法的な何

か規制があるのかどうかということをちょっ

と知りたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 調査設計もいろいろ

と中身にもよりますけれども、やはり専門的

な知識だとかそういったものが、専門的な知

識、資格、そういったものがなければならな

い、そういったものもありますし、いろいろ

なケースがあるかというように思いますけれ

ども、役場でできるものについてはなるべく

役場でやるようにして、役場でできないもの

についてはやはり委託だとかに出さなければ

ならないということでありますので、調査設

計もいろいろありますので、その中身にもよ
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るのかなというように思っております。

今回、基本的に委託料だとかで調査設計を

お願いするという場合については、専門的な

知識だとかそういったものが必要な場合であ

るとか、それからなかなか役場では、役場の

職員だけではできないような業務、そういっ

たものを調査設計で出させていただいている

ということで、御理解いただければというふ

うに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 申しわけない。素人

でずれた発言かなと思いますけれども、もし

どういう資格がいるのかとちょっとわかりま

せん。１級建築士がいて、それなりの経験積

んだ人がいればできる、例えば公営住宅です

とか、今度芽登の会館ですとかね、ああいう

設計などもできるのか、というふうに単純に

思ったりするのですけれども、もしそういう

方がいれば、町民や職員の方からいろいろな

アイデアを募集して、こんなふうにしたほう

がいいのではないかと、よりいいものが安く

できるのではないかと単純に思ったものです

から、その辺のところちょっとお聞きしたい

と思うのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 当然役場にも資格を

持った人だとかいるわけですけれども、今建

物や何かでいくと、構造計算だとか、言って

みれば専門的にそういうような仕事をされて

いるような、そういう事務所もあったりと

か、全てが１級建築士の資格があれば全てそ

の中身が詳しくわかるということでもないと

いうように思ってますし、そういった部分

で、町だけでやるよりは委託に出してお願い

したほうがきちんとしたものができるという

こともあるということで、委託に出している

部分がございます。

そういう、役場でやってやれないこともな

い部分もあるのかもしれませんけれども、な

かなか業務忙しい中で、それにかかっている

時間がほかの業務もまたあるということも

あって、委託に出しているという部分もある

かというように思っています。

経費的にいくと、やはり確かに役場の職員

でやれれば勤務時間中の中で、その中でやれ

ればそれは一番安いにこしたことはないので

すけれども、なかなかそういうことの中では

できないという部分を委託ということで出し

ていると。委託業務で委託に出すという形に

なっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に総括、ございませんか。

１１番。

○１１番（木村明雄君） ここで町長にひと

つ総括ということでお伺いをしたいと思いま

す。

２３ページ、農林水産業のところなわけな

のですけれども、ここで負担金、補助及び交

付金、これについて、畑作構造転換事業補助

金、それからまたそれらについての貸付金、

畜産振興資金貸付金、こういうものがあるわ

けなのですけれども、計上しているというこ

との中で、足寄町の農業のこれからの展開、

これについて今後どう進んでいくのか、これ

について町長にちょっとお伺いをしたいと思

うのです。これは酪農、そしてまた畑作とあ

るわけで、ひとつお伺いをしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今後の農業の動向と

いいますか、そういったことでありますけれ

ども、非常に今後の農業の動向と、やっぱり

厳しいものがあるのかなというように思って

おります。

足寄町の場合は中山間地域ということで、

地域的には非常に農業やるには厳しい条件も

あるのかなというように思ってまして、畑作

などでいけば、非常に山間部で山と山との間

の非常に小さな面積でやらざるを得ないと。

十勝の十勝農業といって帯広近郊の平らな広

い土地でやっているところとは、やっぱり大

分足寄町の場合は条件が違うのかなというよ
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うに、こう考えています。

そういった中でやっぱり畑作も、今まで畑

作三品、麦、豆、ビート、そういったもので

農業、輪作体系をとりながらやってきている

ところでありますが、最近でいくと野菜、ナ

ガイモだとかゴボウだとか、それから最近で

いくといろいろな新しく、面積は小さいです

けれども、野菜なども取り組んできていると

いうこと、それからイチゴなども、園芸作物

になりますけれども、ハウスを使ってイチゴ

なども取り組んできているというようなこと

で、従来の畑作物だけではなくて、やはり高

収益な野菜ですとか、そういったものも取り

組みながらやっていかなければならないのか

なというように思っています。

そういった意味で、いろいろな取り組み

に、農協がやっている取り組みに、足寄町と

してもその支援を、できる限りの支援をして

いこうというように考えているところであり

ます。

それから畜産については、肉牛、酪農とい

うようなことで、肉牛については非常に価格

も高くて、そういった意味では、状況的には

今、一時から比べれば少し下がってきていま

すけれども、まだいいほうなのかなというよ

うに思っていますが、この高値がいつまで続

くのかということもあります。

それから、酪農についても放牧酪農という

ことで、足寄町の場合はどちらかといえば、

そういう放牧酪農の振興ということで進めて

きておりまして、放牧酪農のほうは非常に所

得率も高いというようなことで、今新規就農

で入ってこられる方たちも放牧酪農をやって

みたいという方たちが多く来ていらっしゃる

ので、そういった意味では放牧酪農を中心と

しながら、また今搾乳ロボットだとかも入れ

ながら、大きな経営をやっていこうと考えて

いる方たちもいらっしゃるということで、そ

ういったところ両面の支援もしていかなけれ

ばならないのかなというように考えていると

ころであります。

この後、ＴＰＰだとかＥＰＡですか、日欧

ＥＰＡですとか、それから８月ぐらいには何

かアメリカとの２国間の協定だとか、そう

いったものなどのいろいろな影響が今後出て

くる可能性がありますので、そういった部分

をやっぱりきちんと注目というか、注意して

見ていかなければならないのかなというよう

に思っておりまして、なかなか今後の部分、

見通すことがなかなか難しいところもありま

すけれども、やはり農協が進めている足寄型

農業ということで、足寄農協が進めておりま

すので、やはり農協とも連携をとりながら、

町としてできる支援、そういったものを今後

も進めていかなければならないというように

考えているところであります。

今後やっぱりどうなっていくのかというの

は、なかなか町だけではなかなかそれを主導

していくだとかというようなことにはなりま

せんので、やはり農協と十分に連携をとりな

がら進めていきたいなというように考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他にありませんか。

（「歳入歳出一括してまた総括というの

も」と呼ぶ者あり）

あります。

他に歳出、総括ございませんか。

８番。

○８番（川上修一君） 済みません、２６

ページの第８款土木費の道路維持費の関係で

す。

高道議員が先ほど質問されたのですけれど

も、私もちょっと関連でそのとき質問すれば

よかったのですけれども、ちょっと間が悪く

て申しわけございません。

ちょっとお聞きしたいのは、建設課長にお

尋ねしたいのですけれども、早急に修理した

ほうがいいと思われるような距離というのは

何キロぐらいあるか、把握されているかとい

うのが１点と、それから補修をする場所を決

めるのはふだん、これ私の想像なのですけれ

ども、車両センターの職員さんか何かがふだ

んよく見ているから、そういうところから情
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報を聞いてお決めになっているのかという２

点をお聞きしたいと思います。お願いしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 早急に道路の補

修をしなければいけない場所、どのぐらいあ

るのかというところなのですが、現在のとこ

ろ早急にやらなければいけないのが何キロあ

るかというところまでは把握はしてないのが

現状でございます。

ただし、道路を通った人だとか、そういっ

た方、パトロールだとか行った中で、危険が

伴うような箇所については、その都度対応し

て通行どめの処置をとったり、標識を立てて

危険の周知をしたりというような形で今のと

ころは進めてきているところです。

あと通常の道路の状況については、議員仰

せのとおり、車両センターでの道路維持の状

況で発見をしたり、あと路線ごとにパトロー

ル業務がありますので、そのパトロールで状

況を把握しながら進めてきているところでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（川上修一君） 今の私の質問はわ

かったのですけれども、総枠で大体何キロぐ

らい、大枠でもいいのですけれども、例えば

ことしの補正予算では１キロぐらいしか補修

できないことになりますよね。であれば、１

０キロぐらいあるのだったら、高道議員も質

問でおっしゃったのですけれども、予算を少

し頑張って２キロを５年ぐらいでやっていこ

うとか、考えていかれてはどうかなと思うの

で、その点も検討をしていっていただけない

かなと思います。

これ質問にならないかな。ごめんなさい。

○議長（吉田敏男君） いいですよ。町長答

弁しますから。

答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 道路の関係でありま

すけれども、先ほどもお話させていただきま

したけれども、なかなかやっぱり予算の関係

などもあって、町民の皆さんからこう言われ

ているのを思うように、町民の皆さんが思う

ような補修、改修、そういったものができて

いないというのは確かに実態としてあるのか

なというように思っております。

距離も、特に今本当に緊急的にどれだけの

距離をやらなければならないのかというのを

きちんと押さえていないということでありま

すけれども、それぞれパトロールですとか、

それから町民の皆さんからも連絡いただい

て、それからいろいろと議員の皆さん方が報

告会やったりとかというときもいろいろ出て

きますけれども、そういう中で緊急にここは

やらなければならないよというようなところ

が町民の皆さんから話があれば、そこを実際

に本当にどうなのかというところを見にいっ

て、緊急にやらなければならないところはす

ぐに補修をするですとか、そういった形で今

進めているところであります。

なかなか根本的な改修という部分でいきま

すと、なかなか路面の厚さというか、なかな

か深くまでやれていないというところもあっ

て、やはりひび割れですとか、そういったも

のが出てきて、やはり穴があいたりだとかす

るようなところも出てきておりますので、そ

ういったところをなるべく計画的に補修をし

ていこうということで、一定程度何年か前で

すかね、何年か前から安久津町長の時代であ

りますけれども、一定の金額ぐらいを毎年見

ながら急ぐところから少しずつ、なかなか一

遍にはできませんので、少しずつ補修をして

いこうということで、議員の皆さんが満足し

ていただけてはいないのだと思うのですけれ

ども、一定の金額を町道の補修事業というこ

とで予算を見て進めているというのが実態で

あります。

その金額をもっとふやせないかという部分

もありますけれども、全体の予算の中でやは

り見ていかなければならない部分もあります

ので、そういうことで毎年の、毎年毎年の予

算の中で一定の道路の距離を補修をしていく

ということで、御理解いただければというよ
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うに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

ほかに、歳出総括ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、８ページ

にお戻りください。

歳入に入ります。

８ページから１３ページ、歳入一括で行い

ます。

質疑はございませんか。

７番。

○７番（髙橋健一君） １０ページ目です

ね。１０ページ、第１９款基金繰入金につい

てお尋ねします。

私きのう一般質問で基金残高を伺ったら５

９億円、しかしことしはこのままいきます

と、ざっくり１２億円ぐらいの基金が一般会

計に繰り入れられています。ということは、

今年度末の残高がざっくり５９引く１２で４

７億円、このような認識でよろしいのでしょ

うか。またふえる要素があるのか、お伺いし

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今お話ございました

ように、ことしでいきますと今繰り入れとし

ては１２億円ぐらいの基金からの繰り入れと

いうことになってございます。

基金もいろいろございまして、当然目的を

持った基金というのがあって、毎年毎年こう

いうものにお金を使っていきますよというこ

とでの目的のある基金もありますから、そう

いったところからは毎年毎年必要な経費が少

しずつ使われていくということで、基金の残

高としては下がっていくということになりま

す。

きのうもお話ししましたけれども、財政調

整期金ということで毎年毎年の予算の規模だ

とか、そういったものによって、あとは調整

をするための、財源調整をするための基金と

いうのはやはり少なくなっていくというよう

なことになります。

今髙橋議員からお話あったように、計算上

でいけば当然１２億円マイナスになるという

ことであります。今予算の段階ではですね。

実際には決算の段階でいくと、１２億円全部

がマイナスになるかどうかというのは決算の

状況見てみないとわかりませんけれども、基

本的にはこういう形で使っていけば、基金を

使っていけば予算どおりの支出があれば、１

２億円減っていくという形になります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に歳入、質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、４ページ

にお戻りください。

第２表 地方債補正、変更３件、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、全体に対する

総括ございませんか。

１２番。

○１２番（井脇昌美君） 第２回の定例一般

会計の補正もこれで審議が終了しようとして

いるところですけれども、新しい町長が示さ

れました今回の予算の中で、約１０億１,５

００万円が追加補正となっております。その

中で、特に町長のこれは政策予算ですから、

この１０億円のいわば中身、目玉またはもし

くはしっかりとしたアピールするものが必ず

この１０億円の中に組み込まれていると私ど

もは解釈しているわけです。

その中身、目玉の、いわば政策を抽象的で

なくてしっかりと具体的にちょっと示してい

ただければと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

具体的にということでありますので、今回

の予算の中でも多岐にわたって予算を、補正

予算を組まさせていただきました。それはや
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はり足寄町にとって必要な予算ということで

ありまして、きのうも髙橋議員からの財政の

関係のお話、一般質問ございましたけれど

も、その中で最後のほうで言われておりまし

たが、やっぱり身の丈に合った予算の規模と

するべきではないのかというような意見だっ

たかなというように思っておりますけれど

も、私としてもやはりそういった思いはござ

います。やはり今回も基金も先ほどの話であ

りますけれども、１２億円近い予算として基

金を繰り入れをするというような形になって

おりますので、そういった意味ではやはり身

の丈に合ったということでいけば、少し背伸

びをした予算になっているかなというように

思っているところであります。

そういった中で、今回の予算の中で具体的

に、ではどこが目玉なのだというようなお話

でありますけれども、全般的にはどれが一番

のメーンなのだとかというようなことは特に

ございませんけれども、とりわけやはり今少

し背伸びをした予算にはなっておりますが、

やはり今基金もあっていろいろと事業ができ

るときに、やはり今のあるインフラを、イン

フラというか、今の施設をやっぱり長寿命化

というか長もちをさせるための予算というの

を見させていただいてます。例えばプールで

すとか、それから体育館ですとか、この改修

事業、結構大きな金額で見させていただいて

おります。こういうのというのは、今回たま

たま補助金もつくというふうなこともあっ

て、全体的に今回やらなければ、今回補助金

がつくときにやらなければ、この後やろうと

思ってもなかなかできないよというような部

分もありまして、お金も非常に大きな金額を

かけるわけでありますけれども、やることに

よってこれもまたこの後２０年、３０年、ど

のぐらいもつかはちょっとわかりませんけれ

ども、しばらくの間手をつけなくても、小さ

な修繕は必要になるかもしれませんけれど

も、それを今後もずっと使っていくことがで

きるというようなことで、今の基金もまだあ

る、そういった時期に、今までもやってきて

ますけれども、小学校の改修ですとか、そう

いうのもやってきてますけれども、そういう

部分をきちんと今手をかけておくと。今手を

かけておけば、またこの後２０年、３０年の

間長もちさせて使うことができるということ

がやっぱり今、ちょっと背伸びをした予算で

はありますけれども必要なことなのではない

かなというふうに考えております。

そういう部分をきちんとやっぱりやってい

くことによって、今後のまちづくりの、基金

は少なくなりますけれども、きのうの話では

ないですけれども、財産としてはきちんと残

していけるのかなというように考えていると

ころであります。

なかなか井脇副議長から言われたような満

足する答弁にはなっておりませんけれども、

私としてはそういうような考え方で、今回の

予算をつくらせていただいているところでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） なかなか本当に継

続した事業の中で補正をされているという、

よく苦慮された結果はわかるのですけれど

も、身の丈に合ったなどというのは、これ当

町に限らずどこでも身の丈に合った予算組む

のは、これはもう当然のことなわけですか

ら、私は町長から、特に基幹産業ということ

が非常にこれはもう特に管内、道内、もうこ

れをなくして、これに背を向けては行政は成

り立たないわけですから。

例えば一つの事例ですけれども、畜産振興

費に少し２億円ぐらいアップして予算組みま

したとか、農業のこうこう、こういうことに

対して予算をちょっと思った以上にかけたの

だと。私そういう答えを実は欲しかったので

すよ、私自身はね。基幹産業である農業に、

また林業でなくてもいいです。この農業に対

してこうこう、こういうね、基盤整備に対し

ても国の補助も待ちながら、こういう単費で

もいいからまず２億円近いものを、今の農業

の実態から畑作の状況から見たら、もう本当
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にせつない状況だというのはわかっている

と。だから、ここで思い切って２億円をまず

見たのだとか、私そういう答えを実は新町長

から欲しかったです、基幹産業としてのです

ね。

これから今からでもそういうようなことは

含めて、これが新しい町長になって今それこ

そこの一般会計のこの補正審議というのは、

今回の特に審議の目玉なわけですから、これ

がね。だからそういう審議の中で、今後も９

月、１２月というのはもうすぐ来るわけです

から、基幹産業をしっかりとしたやっぱり熟

知した中で、予算組みも新町長として発揮し

てほしいという思いなのですけれども、それ

最後にちょっと町長から一言いただきたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

予算の中でいけば、いろいろな分野でそれ

なりに目を配らせながらという、そういうよ

な形で予算を組まさせていただいておりま

す。

当然足寄町の今の課題という部分でいけ

ば、やっぱり人口減少対策ですとか、そう

いったことになってくるのかなというように

思っておりますけれども、人口減少対策の一

つの中では子育て支援ですとか、そういった

部分もありますし、教育支援だとかというの

もありますけれども、当然一番大事になって

くるのは基幹産業である農業、林業、そこの

振興だろうというふうに思っています。やっ

ぱり経済がきちんと足寄町の中で成り立って

いかなければ、そのほかに対する影響という

か、そこが一番基本になっていく部分であろ

うというふうに思っています。そこは基本的

には変わらないところでありまして、先ほど

農業の関係でもお話しさせていただきました

けれども、農業に対する支援というのも農協

さんなどとも強力に連携をしながら取り組み

を進めたいというふうに思っておりますし、

林業などもなかなか、国では成長産業といっ

てますけれども、地元ではなかなかその成長

産業と言われている割には、そういう実感を

なかなか持てないだとかいった部分もありま

すので、そういった部分で今後の、予算は今

回だけではありませんので、ことしも来年も

続きますし、ことしの中でもまだ９月、１２

月とありますので、その時期その時期を見な

がら、それぞれ農協さんですとか、いろいろ

な関係機関、森林組合さんですとか、いろい

ろなところも連携をとりながら、町として産

業振興のためにできる取り組みというのは進

めていきたいなというように思っておりま

す。

そういった意味では、今回の予算の中で

は、なかなか目玉という部分ではありませ

ん、それほど大きな事業ではないですけれど

も、商工会に対する補助金だとか、商工業者

の皆さんに対する小規模の、何でしたっけ、

小規模事業振興補助金ですとか、そういった

ものなども今回もことしもまた計上させてい

ただいておりますし、やっぱり全体的に町の

経済を回していく、そういった部分の取り組

みというのは今後も引き続き議会の皆さんの

御理解もいただきながら、進めていきたいと

いうように考えておりますので御理解をいた

だきたいと、このように思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、総括ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７３号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７３号令和元年度足寄

町一般会計補正予算（第１号）の件は、原案

のとおり可決されました。

３５ページをお開きください。

これから、議案第７４号令和元年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

４０ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７４号令和元年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７４号令和元年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

４３ページをお開きください。

これから、議案第７５号令和元年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件の

質疑を行います。

４８ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７５号令和元年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件を

採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７５号令和元年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件

は、原案のとおり可決されました。

５１ページをお開きください。

これから、議案第７６号令和元年度足寄町

公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

の件の質疑を行います。

５６ページから５９ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。
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これから、議案第７６号令和元年度足寄町

公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７６号令和元年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

６１ページをお開きください。

これから、議案第７７号令和元年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第１号）の件の

質疑を行います。

６６ページから７３ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７７号令和元年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第１号）の件を

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７７号令和元年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

は、原案のとおり可決されました。

７５ページをお開きください。

これから、議案第７８号令和元年度足寄町

上水道事業会計補正予算（第１号）の件の質

疑を行います。

８０ページ、収益的収入及び支出、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に８２ページ、資

本的収入及び支出、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから討論を行い

ます。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７８号令和元年度足寄町

上水道事業会計補正予算（第１号）の件を採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７８号令和元年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

は、原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い

をいたします。

２時１５分まで休憩をいたしますので、議

運の関係者以外は休憩をしてください。

午後 １時４８分 休憩

午後 ２時１４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員
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長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました、第２回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

す。

これより、本日の日程に追加し、議案第７

９号から決議案第１号、意見書案第２号から

意見書案第６号について、即決で審議いたし

ます。

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員

会、文教厚生常任委員会、広報広聴常任委員

会、議会運営委員会からの閉会中継続調査申

出書について、審議をいたします。

以上、本定例会における議案等の審議は、

本日をもって全て終了する予定であります。

これをもちまして、報告を全て終了させて

いただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 議案第７９号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議案

第７９号はるにれ団地公営住宅新築建築主体

工事請負契約についての件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第７９号はるにれ団地公営

住宅新築建築主体（７号棟）工事請負契約に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

令和元年６月６日足寄町財務規則に基づ

き、指名競争入札に付したはるにれ団地公営

住宅新築建築主体（７号棟）工事について、

下記のとおり請負契約を締結するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決をお願いするものでございます。

契約の目的は、はるにれ団地公営住宅新築

建築主体（７号棟）工事。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、６,６６８万２,０００円。

契約の相手方は、足寄町旭町４丁目２４番

地、株式会社木村建設、代表取締役 木村祥

悟氏でございます。

工期につきましては、令和元年１２月１３

日でございます。

工事概要につきましては、２ページの全体

配置図をごらんいただきたいと思います。２

ページの左下に７号棟といたしまして、工事

場所は足寄町北２条４丁目６０番地１。

構造は木造平屋建て１棟４戸。

延べ床面積は２９４.６５平方メートルで

ございます。

３ページ、４ページに平面図、立面図を添

付しておりますので、御参照をお願いいたし

ます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。
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討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７９号はるにれ団地公営

住宅新築建築主体（７号棟）工事請負契約に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７９号はるにれ団地公

営住宅新築建築主体（７号棟）工事請負契約

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 決議案第１号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 決議

第１号足寄町地方創生調査特別委員会の設置

に関する決議の件を議題といたします。

本件につきましては、総合条例第６５条第

３項の規定により、提案理由の説明を省略を

いたします。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、決議案第１号足寄町地方創生調

査特別委員会の設置に関する決議の件を採決

をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、決議案第１号足寄町地方創生

調査特別委員会の設置に関する決議の件は、

原案のとおり可決されました。

足寄町地方創生調査特別委員会の委員の選

任については、総合条例第１１０条の規定に

より、議長が会議に諮って指名することに

なっております。

委員の指名のため、ここで暫時休憩をいた

します。

午後 ２時２２分 休憩

午後 ２時２８分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

委員の選任につきましては、総合条例第１

１０条第５項の規定によりまして、７名であ

ります。

多治見亮一君、進藤晴子君、榊原深雪君、

熊澤芳潔君、髙橋秀樹君、木村明雄君、井脇

昌美君、以上７名でございます。

以上７名を指名したいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、足寄町地方創生調査特別委員

会の委員はただいま指名をいたしました７人

を選任することに決定をいたしました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後 ２時２９分 休憩

午後 ２時３５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

諸般の報告をいたします。

ただいま足寄町地方創生調査特別委員会の

正副委員長の互選が行われ、その結果の報告

が手元にまいりましたので報告をいたしま

す。

委員長に、井脇昌美君。

副委員長に、榊原深雪君。
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以上のとおりです。

◎ 意見書案第２号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 意見

書案第２号２０２０年度地方財政の充実・強

化を求める意見書の件を議題といたします。

本件における総務産業常任委員会委員長の

報告は別紙配付のとおりです。

本件における委員長の報告は可決です。

これで委員長の報告を終わります。

これから、意見書案第２号２０２０年度地

方財政の充実・強化を求める意見書の件を採

決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第２号２０２０年度

地方財政の充実・強化を求める意見書の件

は、委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 意見書案第３号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 意見

書案第３号「子どもの貧困」解消など教育予

算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負

担制度の堅持・負担率２分の１への復元、教

職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学

級」の実現に向けた意見書の件を議題といた

します。

本件における文教厚生常任委員会委員長の

報告は別紙配付のとおりです。

本件における委員長の報告は可決です。

これで委員長の報告を終わります。

これから、意見書案第３号「子どもの貧

困」解消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度の堅持・負担率

２分の１への復元、教職員の超勤・多忙化解

消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見

書の件を採決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第３号「子どもの貧

困」解消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度の堅持・負担率

２分の１への復元、教職員の超勤・多忙化解

消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見

書の件は、委員長の報告のとおり可決されま

した。

◎ 意見書案第４号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第５ 意見

書案第４号日米地位協定のあるべき姿へ見直

しを求める意見書の件を議題といたします。

本件における総務産業常任委員会委員長の

報告は別紙配付のとおりです。

本件における委員長の報告は可決です。

これで委員長の報告を終わります。

これから、意見書案第４号日米地位協定の

あるべき姿へ見直しを求める意見書の件を採

決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第４号日米地位協定

のあるべき姿へ見直しを求める意見書の件

は、委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 意見書案第５号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第６ 意見

書案第５号新たな過疎対策法の制定に関する

意見書の件を議題といたします。

本件については、条例第６５条第３項の規

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま
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す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第５号新たな過疎対策

法の制定に関する意見書の件を採決をしま

す。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第５号新たな過疎対

策法の制定に関する意見書の件は、原案のと

おり可決されました。

◎ 意見書案第６号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第７ 意見

書案第６号日米貿易協定交渉から日本の農

業・農村を守る意見書の件を議題といたしま

す。

本件については、条例第６５条第３項の規

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第６号日米貿易協定交

渉から日本の農業・農村を守る意見書の件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第６号日米貿易協定

交渉から日本の農業・農村を守る意見書の件

は原案のとおり可決されました。

◎ 議員派遣の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第８ 議員

派遣の件を議題といたします。

本件について、お手元に配付のとおり議員

を派遣したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議ないものと認め

ます。

したがって、議員派遣の件は、原案のとお

り決定をいたしました。

◎ 閉会中の継続調査申出書の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第９ 閉会

中の継続調査申出の件を議題といたします。

総務産業常任委員会、文教厚生常任委員

会、広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

の委員長から、条例第１３６条の規定によっ

て、お手元に配付をしましたとおり閉会中の

継続調査の申し出があります。

お諮りをいたします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

査にすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定をいたしま

した。

◎ 閉会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま
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す。

本定例会の会議に付された事件は、全て終

了をいたしました。

したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定をいたしました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これで本日の会議を

閉じます。

令和元年第２回足寄町議会定例会を閉会を

いたします。

午後 ２時４５分 閉会


